
                                       

 

 

 

 

 

１ 建築確認：【要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建築確認：【不要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置 

手続きのながれ 

 

 

市 町 村 長 

 

 

設 置 者 

設 置 者 

①適用願の提出 

②適用願の受理 

別紙２（３部） 

別紙１（１部） 

別紙２’（３部） 

※受付印を押印 
して返却 

１部  

建築主事 

又は 

指定確認 

検査機関 

市 町 村 長 

１部 

を添付（３部） 

別紙２’を添付（３部） 

③浄化槽設置届出書 

★建築確認申請★ 
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